
道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

県
道
中
津
留

轟
牧
口
停
車

場
線

豊
後
大
野
市
清
川
町
宇
田
枝
字
上
ノ

ツ
ル
二
〇
二
八
番
五
地
先
か
ら

豊
後
大
野
市
清
川
町
宇
田
枝
字
西
ノ

ツ
ル
一
八
二
四
番
八
地
先
ま
で

前

二
九
・
一

〜

三
・
二

一
、
一
二
〇
・
五

豊
後
大
野
市
清
川
町
宇
田
枝
字
上
ノ

ツ
ル
二
〇
二
八
番
五
か
ら

豊
後
大
野
市
清
川
町
宇
田
枝
字
西
ノ

ツ
ル
一
八
二
四
番
八
地
先
ま
で

後

二
九
・
一

〜

七
・
七

一
、
一
二
三
・
八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長

メ
ー
ト
ル

県
道
笹
倉
久

住
線

竹
田
市
久
住
町
大
字
白
丹
字
梅
木
八

四
二
四
番
地
先
か
ら

竹
田
市
久
住
町
大
字
白
丹
字
梅
木
八

四
二
一
番
一
地
先
ま
で

前

一
二
・
〇

〜

五
・
九

八
五
・
〇

竹
田
市
久
住
町
大
字
白
丹
字
梅
木
八

四
二
四
番
か
ら

竹
田
市
久
住
町
大
字
白
丹
字
梅
木
八

四
二
一
番
一
ま
で

後

二
一
・
九

〜
一
一
・
八

七
九
・
〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

区

間

区
域
変
更

敷
地
の
幅
員

延

長

告

示

道
路
区
域
の
変
更
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

県
立
学
校
照
明
設
備
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
九
月
十
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
九
月
十
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
九
月
十
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

目

次

令

和

六

年

（ 火 曜 日 ）

第
五
四
一
号

九

月

十

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
六
年
九
月
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



及
び
路
線
名

前
後
別

県
道
庄
内
久

住
線

竹
田
市
直
入
町
大
字
下
田
北
字
小
津

留
一
一
五
〇
番
二
か
ら

竹
田
市
直
入
町
大
字
下
田
北
字
浦
山

三
〇
四
四
番
一
〇
ま
で

前

一
七
・
九
メ
ー
ト
ル

〜

六
・
〇

四
六
・
〇

メ
ー
ト
ル

後

二
〇
・
七

〜
一
一
・
三

四
六
・
〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
中
津
留
轟
牧
口
停
車

場
線

豊
後
大
野
市
清
川
町
宇
田
枝
字
上
ノ
ツ
ル
二
〇
五

八
番
三
か
ら

豊
後
大
野
市
清
川
町
宇
田
枝
字
川
ツ
ル
二
〇
〇
六

番
八
ま
で

令
六
・

九
・
一
〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
庄
内
久
住
線

竹
田
市
直
入
町
大
字
下
田
北
字
小
津
留
一
一
五
〇

番
二
か
ら

竹
田
市
直
入
町
大
字
下
田
北
字
浦
山
三
〇
四
四
番

一
〇
ま
で

令
六
・

九
・
一
〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
九
月
十
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
九
月
十
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
有

水
面
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

出
願
の
年
月
日

令
和
六
年
八
月
十
六
日

二

出
願
人
の
住
所
及
び
氏
名

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県

代
表
者

大
分
県
知
事

佐

藤

樹
一
郎

三

埋
立
て
の
区
域

１

位
置

臼
杵
市
大
字
板
知
屋
字
ビ
ワ
ヶ
鼻
二
―
三
四
番
一
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
八
四
の
地
点
と
八
一
の
地
点
を
結
ぶ
令
和
五
年
度
秋
分
の
満

潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
七
五
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲

ま
れ
た
区
域

八
四
の
地
点

国
土
地
理
院
板
知
屋
三
等
三
角
点
（
北
緯
三
三
度
七
分
一
一
秒
三
五
四
五
、
東
経
一
三

一
度
四
九
分
五
四
秒
五
一
二
〇
（
以
下
「
基
点
」
と
い
う
。
）
）
か
ら
二
八
四
度
一
一
分

一
〇
秒
一
、
五
八
四
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
三
の
地
点

八
四
の
地
点
か
ら
一
七
三
度
二
八
分
三
九
秒
八
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
二
の
地
点

八
三
の
地
点
か
ら
二
六
三
度
二
八
分
三
九
秒
九
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
一
の
地
点

八
二
の
地
点
か
ら
三
五
三
度
二
八
分
三
九
秒
八
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
六
年
九
月
十
日

二



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
区

域
の
名

称

所
在
地

指
定
の
区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類

区
域
の

表
示

法
第
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域

等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
十
三

年
政
令
第
八
十
四
号
）
で

定
め
る
事
項

備

考

井
ノ
迫

川
②

豊
後
大

野
市
犬

飼
町
柚

野
木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」
は
、

省
略
し
、
豊
後
大

野
土
木
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。
）

上
六
区

川

豊
後
大

野
市
犬

飼
町
下

津
尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
六
区

川
②

豊
後
大

野
市
犬

飼
町
下

津
尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
六
区

川
③

豊
後
大

野
市
犬

飼
町
下

津
尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

福
土
川

②

豊
後
大

野
市
犬

飼
町
高

津
原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
六
区

川
④

豊
後
大

野
市
犬

飼
町
高

津
原

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

山
の
田

谷
川
②
豊
後
大

野
市
犬

飼
町
高

津
原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

七
七
・
一
七
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

臼
杵
市
大
字
板
知
屋
字
ビ
ワ
ヶ
鼻
二
―
三
四
番
一
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
㋐
の
地
点
と
く
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

㋐
の
地
点

基
点
か
ら
三
〇
三
度
一
一
分
三
八
秒
一
、
六
一
三
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

け
の
地
点

㋐
の
地
点
か
ら
一
九
四
度
二
八
分
五
七
秒
五
一
二
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

あ
の
地
点

け
の
地
点
か
ら
二
四
六
度
二
九
分
〇
九
秒
一
二
〇
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

い
の
地
点

あ
の
地
点
か
ら
三
四
〇
度
四
八
分
四
六
秒
五
一
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

う
の
地
点

い
の
地
点
か
ら
二
五
四
度
四
六
分
一
七
秒
〇
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

え
の
地
点

う
の
地
点
か
ら
三
四
〇
度
四
六
分
五
八
秒
一
三
八
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

お
の
地
点

え
の
地
点
か
ら
三
四
〇
度
四
五
分
三
三
秒
六
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

か
の
地
点

お
の
地
点
か
ら
八
三
度
二
八
分
四
二
秒
三
・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

き
の
地
点

か
の
地
点
か
ら
三
四
〇
度
五
〇
分
一
六
秒
一
八
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

く
の
地
点

き
の
地
点
か
ら
一
五
度
〇
一
分
二
〇
秒
三
〇
〇
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

九
八
、
六
八
五
・
七
五
平
方
メ
ー
ト
ル

五

埋
立
地
の
用
途

ふ
頭
用
地

六

縦
覧
の
場
所

大
分
県
土
木
建
築
部
港
湾
課
及
び
臼
杵
土
木
事
務
所
並
び
に
臼
杵
市
役
所

七

縦
覧
の
期
間

令
和
六
年
九
月
一
〇
日
か
ら

令
和
六
年
一
〇
月
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

令
和
六
年
九
月
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



山
内
川
豊
後
大

野
市
犬

飼
町
山

内
、
栗

ケ
畑
及

び
黒
松

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

山
内
川

②

豊
後
大

野
市
犬

飼
町
山

内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

山
内
川

③

豊
後
大

野
市
犬

飼
町
山

内

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

衣
掛
川

②

豊
後
大

野
市
犬

飼
町
黒

松

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

下
ノ
原

川

豊
後
大

野
市
犬

飼
町
栗

ケ
畑
、

山
内
及

び
黒
松

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

竹
ノ
下

川
②

豊
後
大

野
市
犬

飼
町
栗

ケ
畑
及

び
山
内

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

入
北
川

一
支
渓
豊
後
大

野
市
三

重
町
西

畑

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

入
北
川

二
支
渓
豊
後
大

野
市
三

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

重
町
西

畑

災
害
特
別
警
戒

区
域

入
北
川

三
支
渓
豊
後
大

野
市
三

重
町
西

畑
及
び

小
坂

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

三
重
福

原
川
三

支
渓

豊
後
大

野
市
三

重
町
松

尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

三
重
福

原
川
五

支
渓

豊
後
大

野
市
三

重
町
松

尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

三
重
福

原
川
六

支
渓

豊
後
大

野
市
三

重
町
松

尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

柴
尾
川

三
支
渓
豊
後
大

野
市
三

重
町
松

尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

松
尾
谷

川
二
支

渓

豊
後
大

野
市
三

重
町
松

尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

松
尾
谷

川
三
支

渓

豊
後
大

野
市
三

重
町
松

尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

松
尾
谷

川
四
支

渓

豊
後
大

野
市
三

重
町
松

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
六
年
九
月
十
日

四



尾

区
域

松
尾
谷

川
五
支

渓

豊
後
大

野
市
三

重
町
松

尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

松
尾
谷

川
六
支

渓

豊
後
大

野
市
三

重
町
松

尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

山
方
谷

川
一
支

渓

豊
後
大

野
市
三

重
町
久

田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流
別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

久
原
下

②

豊
後
大

野
市
犬

飼
町
久

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

長
谷

豊
後
大

野
市
犬

飼
町
柚

野
木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

宮
野
①
豊
後
大

野
市
三

重
町
宮

野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

宮
野
②
豊
後
大

野
市
三

重
町
宮

野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

宮
野
③
豊
後
大

野
市
三

重
町
宮

野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

入
北
⑦
豊
後
大

土
砂
災
害
警
戒

急
傾
斜
別
図
の

別
図
の
と
お
り

野
市
三

重
町
西

畑

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

地
の
崩

壊

と
お
り

中
小
坂

②

豊
後
大

野
市
三

重
町
小

坂

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

浅
水
⑥
豊
後
大

野
市
三

重
町
浅

瀬

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
木
⑧
豊
後
大

野
市
千

歳
町
下

山

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

漆
生
⑦
豊
後
大

野
市
千

歳
町
下

山

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

長
峰
④
豊
後
大

野
市
千

歳
町
長

峰

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

長
峰
⑤
豊
後
大

野
市
千

歳
町
長

峰

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

深
瀬
②
豊
後
大

野
市
千

歳
町
長

峰

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

下
の
原

②

豊
後
大

野
市
犬

飼
町
下

津
尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

令
和
六
年
九
月
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五



上
園
③
豊
後
大

野
市
犬

飼
町
下

津
尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

阿
原
③
豊
後
大

野
市
犬

飼
町
下

津
尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

高
津
原
豊
後
大

野
市
犬

飼
町
高

津
原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

黒
松
③
豊
後
大

野
市
犬

飼
町
黒

松

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

向
野
③
豊
後
大

野
市
三

重
町
向

野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

米
田
③
豊
後
大

野
市
三

重
町
川

辺

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

向
田
①
豊
後
大

野
市
三

重
町
玉

田
及
び

本
城

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

向
田
②
豊
後
大

野
市
三

重
町
本

城

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

宝
川
内
豊
後
大

土
砂
災
害
警
戒

急
傾
斜
別
図
の

別
図
の
と
お
り

②

野
市
三

重
町
内

山

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

地
の
崩

壊

と
お
り

久
原
⑧
豊
後
大

野
市
三

重
町
久

田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

久
原
⑨
豊
後
大

野
市
三

重
町
久

田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

久
田

豊
後
大

野
市
三

重
町
久

田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
仲
尾

④

豊
後
大

野
市
緒

方
町
小

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

堂
内
③
豊
後
大

野
市
緒

方
町
小

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

堂
内
④
豊
後
大

野
市
緒

方
町
小

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

堂
内
⑤
豊
後
大

野
市
緒

方
町
小

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

丸
山
①
豊
後
大

野
市
緒

方
町
馬

背
畑

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
六
年
九
月
十
日
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米
山
④
豊
後
大

野
市
緒

方
町
徳

田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

北
向
③
豊
後
大

野
市
緒

方
町
徳

田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

田
原

豊
後
大

野
市
犬

飼
町
田

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

委
託
し
た
事
務
に
係
る
施
設
名

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

大
分
県
立
高
田
高
等
学
校

豊
後
高
田
市
中
真
玉
二
一
四
四
番
地
一
二

豊
後
高
田
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

会

長

佐
々
木

敏

夫

大
分
県
立
海
洋
科
学
高
等
学
校

臼
杵
市
大
字
臼
杵
二
の
一
〇
七
番
五
六
二

臼
杵
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
協
議
会

会

長

尾

崎

康

大
分
県
立
久
住
高
原
農
業
高
等
学
校

竹
田
市
大
字
会
々
一
六
五
〇
番
地

竹
田
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

会

長

土

居

昌

弘

大
分
県
立
芸
術
緑
丘
高
等
学
校

大
分
市
上
野
町
四
番
五
号

ひ
し
の
み
ク
ラ
ブ

会

長

平

松

義

広

大
分
県
立
日
田
三
隈
高
等
学
校

日
田
市
田
島
二
丁
目
六
―
一

日
田
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
協
議
会

会

長

日

出

正

義

大
分
県
立
日
田
林
工
高
等
学
校

日
田
市
田
島
二
丁
目
六
―
一

日
田
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
協
議
会

会

長

日

出

正

義

大
分
県
立
由
布
高
等
学
校

由
布
市
庄
内
町
大
龍
二
一
三
一
由
布
市
庄
内
体
育
セ
ン
タ
ー
内

み
こ
と
ス
マ
イ
ル
イ
ン
ク
ラ
ブ

会

長

佐

藤

孝

昭

大
分
県
立
杵
築
高
等
学
校

杵
築
市
大
字
本
庄
二
〇
〇
五
番
地

杵
築
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

会

長

永

松

悟

大
分
県
立
三
重
総
合
高
等
学
校

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
一
二
〇
〇
番
地

豊
後
大
野
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

会

長

川

野

文

敏

大
分
県
立
新
生
支
援
学
校

大
分
市
玉
沢
一
〇
三
番
地

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
わ
さ
だ
夢
ク
ラ
ブ

理
事
長

安

東

房

吉

大
分
市
横
田
一
―
一
七
―
四
〇
第
一
芙
容
荘
一
〇
七

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
県
立
学
校
照
明
設
備
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
六
年
九
月
十
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地

南
立
エ
ン
ジ
ョ
イ
倶
楽
部

別
府
市
観
海
寺
三

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
係
る
指
定
を
し
た
日

令
和
六
年
四
月
一
日

三

委
託
を
し
た
日

令
和
六
年
四
月
一
日

四

委
託
の
期
間

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
県
立
学
校

照
明
設
備
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
六
年
九
月
十
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

令
和
六
年
九
月
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）
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大
分
県
立
大
分
支
援
学
校

Ｏ
Ｚ
Ａ
Ｉ
元
気
ク
ラ
ブ

副
会
長

阿

部

清

大
分
県
立
中
津
支
援
学
校

中
津
市
豊
田
町
一
四
番
地
三

中
津
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

会

長

内

尾

伸

行

大
分
県
立
中
津
東
高
等
学
校

中
津
市
豊
田
町
一
四
番
地
三

中
津
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

会

長

内

尾

伸

行

大
分
県
立
臼
杵
高
等
学
校

臼
杵
市
大
字
臼
杵
二
の
一
〇
七
番
五
六
二

臼
杵
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
協
議
会

会

長

尾

崎

康

大
分
県
立
さ
く
ら
の
杜
高
等
支
援
学
校

大
分
市
田
室
町
三
番
三
七
号

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
お
お
み
ち
ふ
れ
あ
い
ク
ラ
ブ

会

長

園

田

幸

一

二

委
託
期
間

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
六
年
九
月
十
日

八


